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町では、使用しなくなった車両を入札により売却します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響に加え、電力料金の高騰の影響を強く受けている町内の中小製造事業者
の事業継続を支援するため、予算の範囲内で臨時に支援金を交付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＯ．１ 

【対象者】 

①町内に工場を保有し事業活動を行っている個

人または法人格を有する中小企業(みなし大企

業は除く) 

②日本産業分類の大分類Ｅ「製造業」に区分され

ている（製品の「製造加工」を行う事業所である

と確認できる） 

③高圧電力または特別高圧電力で受電契約して

いる。 

【交付額】 
令和４年４月以降の連続する４か月間と前年同
期との電力料金の差額を３倍（年間分算出）した
額の２分の１の額（上限額 50万円） 

 
 

【申請方法】 
申請書に必要事項を記載し、申込み先へ提出し
てください。 

 ※申請書は、町ホームページ 
からダウンロードするか、ふ 
るさと振興課企業誘致係に 
あります。     ＱＲコード⇒ 

【申請期間】 
  令和５年 12月 27日（水）まで 
 
 ＜申込み・お問い合わせ先＞ 

さつま町役場 ふるさと振興課 企業誘致係 
電話：（0996）26-1823 
窓口：本庁 2階 8番 

【●消防ポンプ自動車】 

・走 行 距 離    12,110ｋｍ 

・型 式      KC-HZJ75 

・駆 動     ５速マニュアル車 

・初年度登録      平成 11年 2月 

・車検有効期限      車検切れ 

・総 排 気 量      4.16L (燃料：軽油) 

・用 途      特種（7人乗り） 

【●救急車】 

・走 行 距 離    138,325ｋｍ 

・型 式    CBF-TRH226S 

・駆 動    4速オートマチック車 

・初年度登録    平成 22年 12月 

・車検有効期限    令和 6年 12月 9日 

・総 排 気 量    2.69L (燃料：ガソリン) 

・用 途    特種（7人乗り） 
 

中小製造事業者への電力料金高騰対策支援金について 

 

補 助 

ふるさと振興課 企業誘致係から 

【参加資格】 
町内に事業所を有する法人、または住所を有す
る個人 

【申込期間】 
８月７日（月）～25日（金） 

  ※申込期間内に車両の下見ができます。 

【入 札】 
・日 時  ８月 31日（木） 午後 2時 
・会 場  役場本庁 別館３階大会議室 

【保証金】 
入札金額の５%以上の額を納付 

 
 

 

消防総務課 消防団係から 

＜申込み・お問い合わせ先＞ 
さつま町消防本部 
消防総務課 消防団係 
電話：52-0119 

町の車両を売却します ～消防ポンプ自動車と救急車を入札で売却～ 

 

売 却 



                                                                    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さつま町、薩摩川内市、阿久根市で構成される薩摩國雇用創造協議会で「今日からはじめるデジタルスキル
向上セミナー」を開催します。デジタルは苦手とあきらめていた、あなたの最初の一歩に参加してみませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月６日と９日は広島と長崎に原爆が投下された日です。また、８月 15日は「戦没者を追悼し平和を祈念する
日」です。戦没者、原爆死没者の冥福と世界恒久平和の実現を祈念し、ご家庭や職場などで 1 分間の黙とうを
ささげましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【黙とう日時】 

・8月 6日（広島市原爆投下の日）  午前 8時 15分 

・8月 9日（長崎市原爆投下の日）  午前 11時 2分 

・8月 15日（戦没者を追悼し平和を祈念する日）  正午 

 

戦没者、原爆死没者の慰霊並びに平和祈念の黙とうのお願い 案 内 

＜お問い合わせ先＞ 
さつま町役場 保健福祉課 福祉係 
電話：（0996）24-8930 
窓口：本庁 1階 6-③番 

【開催日時】 
❍ ９月 14日（木） 「行動経済学を学ぶ」 
             買いたい！を引き出す仕掛けづくり 

    第１・２部  午前９時～午後４時 

❍ ９月 15日（金） 「SNS発信を学ぶ」 
     第３・４部  午前９時～午後４時 

【会場】    川内技術開発センター 
（薩摩川内市青山町 4597番地） 

【定員】    20人 
【申込方法】 
①町ホームページの受講申込書をダウンロード
し、薩摩國雇用創造協議会へファックス 
（FAX番号：0996-23-5233） 

 

②ＱＲコードを読み取り、 
専用フォームより申込 

           ＱＲコード ⇒ 

【申込期限】 
９月 13日(水) 
午後５時まで 

※オンライン配信受講可能 
 
 ＜申込み・お問い合わせ先＞ 

〇薩摩國雇用創造協議会 
電話（0996）23-5232 
FAX（0996）23-5233 

〇さつま町役場 ふるさと振興課 企業誘致係 
電話：（0996）26-1823 

 

保健福祉課 福祉係から 

 

 

 

生涯自分の歯でおいしく食事をするには、歯みがきも重要ですが、定期的な歯科健診や「かかりつけ歯科
医」を持つことも大事です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【18歳成人スタート歯科健診を開始】 

町では、生涯自分の歯でおいしく食事ができ、

自分らしい生活が送れるように、今年度から「18 歳

成人スタート歯科健診」を開始しました。 

※対象者には、無料受診券(うす緑色)を送付してあります。 

【夏休みを利用して】 

夏休みは、歯科健診のチャンスです。ぜひ、この

機会に受診して健康なお口で新学期を迎えましょ

う。 

                         

 

※1 歳バースデイ歯科健診と妊産婦歯科健診の対

象者にも無料受診券を送付してありますので、こ

の機会にぜひ受診してください。 

 

 
＜お問い合わせ先＞ 
さつま町役場  
子ども支援課 子ども健康係 
電話：（0996）24-8941 
窓口：本庁 1階 5番  

 

１８歳成人スタート歯科健診の受診はお済みですか？ ～対象者は無料～ 

 

案 内 

子ども支援課 子ども健康係から 

「今日からはじめるデジタルスキル向上セミナー」を開催 

 

 

案 内 

ふるさと振興課 企業誘致係から 

 


